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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】福祉保健課・管理グループ 

個人情報ファイルの名称 特別弔慰金受給者リスト及び特別弔慰金請求書綴 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部 福祉保健課 

個人情報ファイルの利用目的 
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の申請業務のために利用

する 

記録項目 

１受付番号，２戦没者氏名，３戦没者生年月日，４戦没者死亡

年月日，５戦没者除籍時の本籍，６請求者氏名，７請求者生年

月日，８請求者住所，９請求者電話番号，10戦没者との続柄，

11 受付年月日，12 進達年月日，13 裁定年月日，14裁定番号，

15 債券記号番号，16債券交付年月日，17国債交付場所，18 裁

定都道府県，19 償還金支払場所，20 国債代理受領市区町村 

記録範囲 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金受給対象者 

記録情報の収集方法 請求者 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 広島県健康福祉局社会援護課 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）       【課名・係名】福祉保健課・ワクチンプロジェクトチーム 

個人情報ファイルの名称 接種券交付リスト 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部福祉保健課ワクチンプロジェクトチーム 

個人情報ファイルの利用目的 接種券発行申請の処理状況を管理するため 

記録項目 

１申請者氏名，２本人との続柄，３電話番号，４接種券発送先

住所，５本人情報（宛名コード（接種券番号）・カナ氏名・氏

名・生年月日・郵便番号・住所），６対応区分，７前回ワクチ

ン接種情報，８接種券送付日 

記録範囲 接種対象者及び申請者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人，住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 凸版印刷株式会社 中四国支社 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）       【課名・係名】福祉保健課・ワクチンプロジェクトチーム 

個人情報ファイルの名称 返戻郵便物リスト 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部福祉保健課ワクチンプロジェクトチーム 

個人情報ファイルの利用目的 宛先不明等で戻ってきた接種券を管理するため 

記録項目 

１返戻日，２本人情報（宛名コード（接種券番号）・カナ氏名・

氏名・生年月日・郵便番号・住所），３送付日 

記録範囲 接種対象者 

記録情報の収集方法 返戻物，住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）       【課名・係名】福祉保健課 ワクチンプロジェクトチーム 

個人情報ファイルの名称 未着・送付先変更リスト 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部福祉保健課ワクチンプロジェクトチーム 

個人情報ファイルの利用目的 
住民基本台帳上の住所以外に接種券を送付した記録を管理す

るため 

記録項目 

１申請受付日，２対応方法，３申請者氏名，４本人との続柄，

５本人情報（宛名コード（接種券番号）・カナ氏名・氏名・生

年月日），６電話番号，７新送付先情報，８送付日 

記録範囲 接種対象者及び申請者 

記録情報の収集方法 申請者，住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）       【課名・係名】福祉保健課・ワクチンプロジェクトチーム 

個人情報ファイルの名称 接種券発送対象者リスト 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部福祉保健課ワクチンプロジェクトチーム 

個人情報ファイルの利用目的 接種券の発送対象者を記録するため 

記録項目 

１本人情報（宛名コード（接種券番号）・カナ氏名・氏名・生

年月日・性別・郵便番号・住所），２ワクチン接種記録 

記録範囲 接種対象者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム，ワクチン接種記録システム 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 凸版印刷株式会社 中四国支社 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



6 

個人情報ファイル簿（単票）       【課名・係名】福祉保健課・ワクチンプロジェクトチーム 

個人情報ファイルの名称 呉市接種状況閲覧システム 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部福祉保健課ワクチンプロジェクトチーム 

個人情報ファイルの利用目的 
接種券発送状況，予診票のスキャンデータ，コールセンターの

対応記録等を記録するため 

記録項目 

１本人情報（宛名コード（接種券番号）・カナ氏名・氏名・年

齢・性別・生年月日・郵便番号・住所），２接種券発送状況，

３予診票スキャンデータ，４ワクチン接種記録，５住民日，６

問い合わせ履歴，７接種券再発行履歴 

記録範囲 接種対象者 

記録情報の収集方法 
住民基本台帳システム，ワクチン接種記録システム，接種対象

者の予診票 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 凸版印刷株式会社 中四国支社 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



7 

個人情報ファイル簿（単票）       【課名・係名】福祉保健課・ワクチンプロジェクトチーム 

個人情報ファイルの名称 ワクチン接種記録システム 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部福祉保健課ワクチンプロジェクトチーム 

個人情報ファイルの利用目的 接種対象者の接種状況を記録するため 

記録項目 

１本人情報（宛名コード（接種券番号）・マイナンバー・カナ

氏名・氏名・性別・生年月日），２ワクチン接種記録 

記録範囲 接種対象者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム，接種対象者の予診票 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 凸版印刷株式会社 中四国支社 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

国のシステム 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）       【課名・係名】福祉保健課・ワクチンプロジェクトチーム 

個人情報ファイルの名称 代行予約受付簿 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部福祉保健課ワクチンプロジェクトチーム 

個人情報ファイルの利用目的 集団接種の代行予約業務を管理するため 

記録項目 

１申請日，２本人情報（宛名コード（接種券番号）・カナ氏名・

氏名・生年月日・郵便番号・住所），３予約会場名，４ワクチ

ン種別，５予約日時，６予約通知日，７連絡先電話番号 

記録範囲 接種対象者 

記録情報の収集方法 集団接種予約申込書 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】福祉保健課・健康政策グループ 

個人情報ファイルの名称 特定健診等支援システム 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部 福祉保健課 

個人情報ファイルの利用目的 特定健診等の受診等に関する情報を管理するシステム 

記録項目 

１被保険者証番号，２構成員番号，３枝番，４個人番号，５氏

名カナ，６氏名漢字，７性別，８生年月日，９取得日，10喪失

日，11取得理由，12喪失理由，13取得届出日，14 喪失届出日，

15 住所，16送付先，17 送付先電話番号，18送付区分，19受診

券発行日，20 受診券番号，21 受診券交付日，22 受診券有効期

限，23 最新受診日，24自己負担額，25 詳細な健診，26 再発行

理由，27再発行日，28利用券発行日，29利用券番号，30利用

券交付日，31 利用券有効期限，32 指導区分，33 再発行理由，

34 再発行日，35 健診受診勧奨，36生活習慣病放置者，37健診

異常値放置者，38その他指導，39拒否，40除外対象理由 

記録範囲 
国民健康保険被保険者のうち実施年度中に 40歳から 75歳に到

達する者で特定健診受診者 

記録情報の収集方法 本人，広島県地域保健医療推進機構，医療機関 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 特定保健指導実施機関，医師会，薬剤師会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称） 呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



10 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】福祉保健課・健康政策グループ 

個人情報ファイルの名称 受診勧奨フォロー事業 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部 福祉保健課 

個人情報ファイルの利用目的 特定健診等の結果について受診勧奨をするための基本情報 

記録項目 

１センター名，２住所，３電話，４担当者，５保険証番号，６

住基コード，７項番，８民協区，９地区番号，10 氏名，11 カ

ナ氏名，12性別，13生年月日，14年齢，15 郵便番号，16 住所， 

17 電話番号，18受診日，19健診機関名，20 身長，21体重，22BMI， 

23 腹囲，24 血圧，25 空腹時血糖，26 HbA1ｃ，27 中性脂肪， 

28 HDL-C，29 LDL-C，30 GOT，31 GPT，32γ-GTP，33クレアチ

ニン，34 eGFR報告値，35 eGFR計算値，36尿酸，37尿糖，38

尿蛋白，39 尿潜血，40 尿中 Na，41 尿中 Cr，42 推定食塩摂取

量，43 備考，44フォロー開始日，45フォロー終了日，46訪問

者名，47介入方法，48フォロー結果，49訪問時の状況，50 確

認レセプト，51 レセプト有無，52資格喪失 

記録範囲 国民健康保険被保険者のうち特定健診受診者 

記録情報の収集方法 
本人，広島県地域保健医療推進機構，医療機関（特定健診等支

援システムより抽出） 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 呉市地域保健課 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称） 呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



11 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】福祉保健課・健康政策グループ 

個人情報ファイルの名称 特定健診受診券発行者リスト 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部 福祉保健課 

個人情報ファイルの利用目的 特定健診の受診券を発行するための基本情報 

記録項目 

１区分，２封緘管理番号，３受診券整理番号，４郵便番号，５

住所，６宛名，７交付年月日，８氏名カナ，９性別，10生年月

日，11有効期限，12自己負担額 1，13自己負担額 2，14前年度

受診日，15 健診機関名，16 身長，17 体重，18 腹囲，19 BMI，

20 収縮期血圧，21 拡張期血圧，22 中性脂肪，23 HDL コレステ

ロール，24 LDLコレステロール，25 GOT，26 GTP，27γ-GTP，

28空腹時血糖，29ヘモグロビン A1C，30随時血糖，31ヘマクリ

ット値，32血色素量，33赤血球数，34クレアチニン，35 eGFR，

36尿酸，37尿糖，38尿蛋白，39尿潜血，40推定食塩摂取量，

41 尿中クレアチニン，42 尿中ナトリウム，43 区内特別，44 人

間ドック対象者フラグ 

記録範囲 
国民健康保険被保険者のうち実施年度中に 40歳から 75歳に到

達する者 

記録情報の収集方法 国保連（特定健診等データ管理システム） 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 受診券印字・印刷業者（呉精版印刷） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称） 呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



12 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】福祉保健課・健康政策グループ 

個人情報ファイルの名称 特定保健指導利用券発行者リスト 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部 福祉保健課 

個人情報ファイルの利用目的 特定保健指導の利用券を発行するための基本情報 

記録項目 

１階層化，２NO.，３被保険者証番号，４員番，５受診券番号，

６利用券番号，７氏名カナ，８性別，９生年月日，10年齢，11

受診時，12階層月，13 実施機関名，14初回面接，15最終腹囲，

16 最終体重，17 最終収縮期血圧，18最終拡張期血圧，19改善

結果（栄養），20 改善結果（身体活動），21 改善結果，22 最終

実施日，23 継続支援実施日，24 宛名番号，25 氏名カナ情報，

26 氏名漢字情報，27 生年月日，28郵便番号，29住所漢字，30

方書漢字，31 住基住民日，32 住基住定日，33 住基消除日，34

住基消除事由，35 連絡先種別，36 電話番号，37 記号番号，38

資格区分，39取得日，40取得事由，41喪失日，42喪失事由 

記録範囲 国民健康保険被保険者のうち特定保健指導対象者 

記録情報の収集方法 国保連（特定健診等データ管理システム） 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 特定保健指導実施機関 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称） 呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



13 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】福祉保健課・健康政策グループ 

個人情報ファイルの名称 特定健診・特定保健指導法定報告除外者リスト 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部 福祉保健課 

個人情報ファイルの利用目的 
特定健診や特定保健指導を実施するにあたり除外者を特定す

るための基本情報 

記録項目 

１保険者番号，２被保険者証記号，３被保険者証番号，４個人

番号，５データ管理番号，６性別，７生年月日，８除外区分，

９除外事由コード，10 除外年月日，11 復活事由コード，12 復

活年月日，13 被保険者名カナ，14 被保険者名漢字，15 除外事

由，16 年度，17受診券整理番号，18健診実施年月日，19利用

券作成区分，20 欠損フラグ，21削除フラグ 

記録範囲 
国民健康保険被保険者のうち実施年度中に 40歳から 75歳に到

達する者 

記録情報の収集方法 国保連（特定健診等データ管理システム） 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 国保連（特定健診等データ管理システム） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称） 呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



14 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】福祉保健課・健康政策グループ 

個人情報ファイルの名称 特定健診未受診者受診勧奨対象者リスト 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部 福祉保健課 

個人情報ファイルの利用目的 特定健診の未受信者へ受診勧奨を促すための基本情報 

記録項目 

１頭書情報，２除外情報，３勧奨がん検診等受診者，４その他 

記録範囲 
国民健康保険被保険者のうち実施年度中に 40歳から 75歳に到

達する者 

記録情報の収集方法 健康管理増進システム 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 受診勧奨ハガキ作成委託業者（呉精版印刷） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称） 呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



15 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】福祉保健課・健康政策グループ 

個人情報ファイルの名称 特定健診受診後未受診の被保険者への受診勧奨事業（県事業） 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部 福祉保健課 

個人情報ファイルの利用目的 特定健診の未受信者へ受診勧奨を促すための基本情報 

記録項目 

１基礎データ，２検診検査値，３質問項目，４医師の判断，５

検査値から算出または判定 

記録範囲 
国民健康保険被保険者のうち実施年度中に 40歳から 75歳に到

達する者 

記録情報の収集方法 国保連（特定健診等データ管理システム，国保総合システム） 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 広島県の委託業者（データホライゾン） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称） 呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



16 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】福祉保健課・健康政策グループ 

個人情報ファイルの名称 直営_特定保健指導対象者リスト 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部 福祉保健課 

個人情報ファイルの利用目的 特定保健指導を行うための基本情報 

記録項目 

１NO，２階層化月，３被保険者証番号，４宛名番号，５受診券

番号，６被保険者証番号，７利用券番号，８指導区分，９氏名

カナ，10 氏名漢字，11 性別，12生年月日，13年齢，14 受診時， 

15 郵便番号，16地区名，17 住所，18電話番号，19連絡時間，

20 参加希望，21 希望会場，22宛名番号，23地区区分，24階層

化，25 訪問日，26在・不在，27 動機付け実施未実施，28訪問

日，29 訪問日（前回），30 在・不在（前回），31 訪問日（前々

回），32在・不在（前々回），33備考，34 DM発症予防実施日，

35 3ヶ月後，36評価日，37 評価時在・不在，38実施，39評価

者，40 評価日（前回），41 評価時在・不在（前回），42 評価日

（前々回），43 評価時在・不在（前々回），44 評価できないと

きの確認回数 

記録範囲 
国民健康保険被保険者のうち実施年度中に 40歳から 75歳に到

達する者 

記録情報の収集方法 特定健診等支援システム 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称） 呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】福祉保健課・健康政策グループ 

個人情報ファイルの名称 地域総合チーム医療対象者リスト 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部 福祉保健課 

個人情報ファイルの利用目的 
地域総合チーム医療（重症化予防事業）を実施するための対象

者リスト 

記録項目 

１頭書情報，２特定健診データ，３除外情報，４医療機関情報， 

５対象疾患，６糖尿病情報，７脳卒中情報，８心筋梗塞情報，

９ CKD情報 

記録範囲 
国民健康保険被保険者で地域総合チーム医療重症化予防事業

の抽出条件に該当する者 

記録情報の収集方法 健康管理増進システム 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 
地域総合チーム医療の重症化予防事業対象者の主治医及び協

力医療機関 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称） 呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】福祉保健課・健康政策グループ 

個人情報ファイルの名称 骨粗鬆症治療中断者受診勧奨対象者リスト 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部 福祉保健課 

個人情報ファイルの利用目的 
骨粗鬆症で治療を中断している人へ受診勧奨をするためのリ

スト 

記録項目 

１頭書情報，２除外情報，３検査情報，４骨粗鬆症情報，５介

護情報，６受診勧奨対象 

記録範囲 
国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者で骨粗鬆症

の治療を必要とする者 

記録情報の収集方法 健康管理増進システム 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称） 呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】福祉保健課・健康政策グループ 

個人情報ファイルの名称 生活習慣病放置者指導対象者リスト 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部 福祉保健課 

個人情報ファイルの利用目的 
生活習慣病の治療を中断している人へ受診勧奨をするための

リスト 

記録項目 

１患者コード，２被保険者証番号，３構成員番号，４氏名漢字， 

５氏名カナ，６性別，７生年月日，８年齢，９郵便番号，10 住

所，11 電話番号，12疾病数，13 高血圧有無，14高血圧最終受

診月，15 高血圧受診医療機関，16 糖尿病有無，17 糖尿病最終

受診月，18 糖尿病受診医療機関，19 脂質異常有無，20 脂質異

常最終受診月，21 脂質異常受診医療機関，22 レセプトデータ

有無，23 レセプトデータ診療年月，24 レセプトデータ処理番

号，25地区コード，26単位コード，27宛名番号，28 枝番 

記録範囲 国民健康保険の被保険者で生活習慣病の治療を必要とする者 

記録情報の収集方法 健康管理増進システム，特定健診等支援システム 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称） 呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】福祉保健課・健康政策グループ 

個人情報ファイルの名称 ＫＤＢシステム 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部 福祉保健課 

個人情報ファイルの利用目的 

「健診・保健指導」「医療」「介護」の各種データを利活用し

て，「統計情報」「個人の健康に関するデータ」を作成するシ

ステム 

記録項目 

１レコード種別，２番号，３被保険者証記号，４被保険者証番

号，５介護保険被保険者番号，６氏名，７氏名カナ，８性別，

９年齢，10生年月日，11住所，12 年度，13 腹囲，14 BMI，15 

HbA1ｃ，16 空腹時血糖，17 中性脂肪，18 HDL，19 LDL，20 収

縮期血圧，21拡張期血圧，22 尿酸，23 尿蛋白，24 eGFR，25 GOT， 

26 GPT，27γ-GTP，28 ヘマトクリット，29血色素，30 心電図， 

31 眼底検査，32 喫煙，33 保健指導月，34αGI，35 SU 剤，36

グリニド，37 ビグアナイド，38インスリン抵抗，39 DPP4阻害

剤，40インスリン注射，41 HbA1c検査，42生活習慣病管理料， 

43 栄養食事指導料，44 高血圧症，45脂質異常症，46 高尿酸血

症，47脂肪肝，48心筋梗塞，49狭心症，50 脳出血，51 脳梗塞，

52 動脈硬化症，53網膜症，54腎症，55 神経障害，56 地域包括

診療料，57 要介護状態区分，58 1 型糖尿病，59 歯肉炎・歯周

病，60随時血糖，61採血時間，62 non-HDL，63 KDB個人番号， 

64 国保個人番号，65郵便番号，66電話番号，67地区統計用コ

ード，68 国保保険者番号，69 国保取得年月日，70 国保取得事

由，71 各県国保取得事由，72 国保喪失年月日，73 国保喪失事

由，74 各県国保喪失事由，75 国保変更年月日，76 国保変更事

由，77 各県国保変更事由，78 国保続柄，79 国保退職本人コー

ド，80 国保世帯区分，81国保世帯主区分，82 国保制度，83 国

保住居地保険者番号，84 国保表示用被保険者証番号，85 国保

機械整理番号，86 国保世帯番号，87 国保代表保険者番号，88

後期保険者番号，89 後期取得年月日，90 後期取得事由，91 後

期喪失年月日，92 後期喪失事由，93 介護保険者番号，94 介護

取得年月日，95 介護喪失年月日，96 介護異動年月日，97 介護

証記載保険者番号，98 介護異動区分コード，99介護異動事由， 

100 最新要介護度，101 介護認定有効期間_開始，102 介護認定

有効期間_終了，103介護住所地特例対象者区分コード，104介

護施設所在保険者番号，105 介護住所地特例適用開始年月日， 

106介護住所地特例適用終了年月日，107 健診データ管理番号， 

108 SGLT2 阻害剤，109 配合剤，110 GLP1 受容体注射，111 脳

卒中投薬治療，112 虚血性心疾患投薬治療，113 高血圧症投薬

治療，114脂質異常症投薬治療，115国保枝番 

記録範囲 

平成 30 年 4 月 1 日以降に国民健康保険又は後期高齢者医療制

度の資格があった被保険者の医療レセプトデータ，特定健診

（基本健診）データ，介護給付データ 

記録情報の収集方法 広島県国民健康保険連合会の端末より収集 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 
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開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称） 呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】福祉保健課・健康政策グループ 

個人情報ファイルの名称 健康管理増進システム 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部 福祉保健課 

個人情報ファイルの利用目的 

「健診・保健指導」「医療」「介護」の各種データを利活用し

て，「統計情報」「個人の健康に関するデータ」を作成するシ

ステム 

記録項目 

１患者コード，２記号，３番号，４保険証情報，５氏名漢字，

６氏名カナ，７性別（値），８性別（文字），９生年月日，10 年

齢，11 郵便番号，12住所，13電話番号，14 集団コード，15集

団 1 名称，16 集団 2 コード，17 集団 2 名称，18 医療区分，19

診療年月，20 受診日数，21 主傷病名コード，22 主傷病名，23

副傷病名コード，24 副傷病名，25 医療機関コード，26 医療機

関名，27点数，28 指導状況，29 指導年月，30精神疾患フラグ 

記録範囲 

平成 20 年度以降に国民健康保険及び後期高齢者医療制度の資

格があった被保険者の医療レセプトデータ，特定健診（基本健

診）データ 

記録情報の収集方法 
上記のデータを委託業者により加工したものを当該システム

に格納 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称） 呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



23 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】福祉保健課・健康政策グループ 

個人情報ファイルの名称 推進機構提供データ【全件】 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部 福祉保健課 

個人情報ファイルの利用目的 健診等の予約に関する基本情報 

記録項目 

１集計用データ，２推進機構データ提供状況，３問い合わせ記

録，４推進機構への直近連絡，５結果データ取り込み，６推進

機構提供データ（CSVデータ），７宛先等確認用データ 

記録範囲 集団健診を希望する者 

記録情報の収集方法 委託業者（ウェルウェル） 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 広島県地域保健医療推進機構 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称） 呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



24 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】福祉保健課・健康政策グループ 

個人情報ファイルの名称 健康管理システム 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部 福祉保健課 

個人情報ファイルの利用目的 健診等の結果等を管理するシステム 

記録項目 

１基礎情報，２健診情報，３測定，４血圧，５血液一般，６肝

機能，７脂質，８糖，９腎機能，10 尿酸，11 その他，12 心電

図，13 眼底検査，14 診察，15 判定，16 問診，17 判定，18 作

成者 

記録範囲 健診対象者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム，住民課税データ 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称） 呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



25 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】福祉保健課・健康政策グループ 

個人情報ファイルの名称 がん検診要精密者リスト 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部 福祉保健課 

個人情報ファイルの利用目的 健診等の結果を受けて要精密検査を必要とする人のリスト 

記録項目 

１宛名番号，２検診日，３健診区分，４カナ氏名，５漢字氏名， 

６年齢，７検診項目，８検診結果，９精密結果，10郵便番号，

11 住所，12 現存区分 

記録範囲 がん検診等の受診者 

記録情報の収集方法 健康管理システム 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 実施医療機関 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称） 呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



26 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】福祉保健課・健康政策グループ 

個人情報ファイルの名称 がん検診個別_入力リスト 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部 福祉保健課 

個人情報ファイルの利用目的 健診等の結果を受けて入力すべき項目等のリスト 

記録項目 

１入力確認，２保管フォルダ，３NO，４検診日，５問診，６個

人番号，７世帯番号，８カナ氏名，９漢字氏名，10 性別，11

生年月日，12 続柄 1，13 続柄 2，14 郵便番号，15 現存区分，

16 住定日，17支所区分，18 異動日，19 住所，20市内・住所コ

ード，21番地・号・枝番，22 住民区分，23管内区分，24 転居

前住所，25旧合併町区分，26 電話番号，27検診日，28 検診区

分，29 検診施設，30年齢，31検診機関名，32保険区分，33胃

がん検診，34 大腸がん検診，35 肺がん検診，36 乳がん検診，

37 子宮がん検診，38前立腺がん検診，39肝炎検診，40 バージ

ョン，41 作成者 ID，42 更新者 ID，43 作成日，44 作成時間，

45 更新日，46更新時間 

記録範囲 がん検診等の受診者 

記録情報の収集方法 健康管理システム 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称） 呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



27 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】福祉保健課・健康政策グループ 

個人情報ファイルの名称 協会けんぽ被扶養者_がん検診受診勧奨対象者リスト 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部 福祉保健課 

個人情報ファイルの利用目的 
協会けんぽの加入者（被扶養者）でがん検診の受診勧奨対象者

の基本情報 

記録項目 

１項番，２被扶養者氏名，３フリガナ，４生年月日カナ，５生

年月日，６年度末年齢，７郵便番号，８住所，９対象者フラグ， 

10 住基結果，11 突合結果_重複削除後_現存区分，12 住所の不

一致，13 受診済，14予約済，15乳がんクーポン対象者 

記録範囲 協会けんぽ加入者で特定健診とがん検診が未受診の者 

記録情報の収集方法 協会けんぽ 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称） 呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



28 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】福祉保健課・健康政策グループ 

個人情報ファイルの名称 特定健診等データ管理システム 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部 福祉保健課 

個人情報ファイルの利用目的 
特定健診，特定保健指導，後期高齢者等の基本健診を管理する

システム 

記録項目 

１個人データ，２資格・除外情報，３利用券情報，４基本健診， 

５詳細健診，６メタボ判定，７保健指導レベル，８医師名，９

受診勧奨，10情報提供の方法，11初回面接実施，12質問票 

記録範囲 
国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療保険被保者で健診

の受診者 

記録情報の収集方法 広島県地域保健医療推進機構，医療機関 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称） 呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



29 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】福祉保健課・健康政策グループ 

個人情報ファイルの名称 特定健診・特定保健指導法定報告対象者リスト 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部 福祉保健課 

個人情報ファイルの利用目的 
特定健診や特定保健指導を実施するにあたり対象者を抽出す

るための基本情報 

記録項目 

１保険者番号，２被保険者証記号，３被保険者証番号，４個人

番号，５データ管理番号，６性別，７生年月日，８被保険者名

カナ，９被保険者名漢字，10 年度，11 受診券整理番号，12 検

診実施年月日，13 利用券作成区分，14 欠損フラグ，15 削除フ

ラグ 

記録範囲 
国民健康保険被保険者のうち実施年度中に 40歳から 75歳に到

達する者 

記録情報の収集方法 国保連（特定健診等データ管理ステム） 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 国保連（特定健診等データ管理システム） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称） 呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



30 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】福祉保健課・健康政策グループ 

個人情報ファイルの名称 個別_推定食塩摂取量結果報告 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部 福祉保健課 

個人情報ファイルの利用目的 推定食塩摂取量に関する基本情報 

記録項目 

１受診券番号，２氏名（漢字），３氏名（カナ），４生年月日，

５性別，６検診実施日，７推定食塩摂取量，８尿中クレアチニ

ン，９尿中ナトリウム，10実施機関名，11 請求月 

記録範囲 
国民健康保険被保険者のうち実施年度中に 40歳から 75歳に到

達する者 

記録情報の収集方法 実施する医療機関 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称） 呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】福祉保健課・健康政策グループ 

個人情報ファイルの名称 がん検診等_集団健診結果データ 

行政機関等の名称 呉市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部 福祉保健課 

個人情報ファイルの利用目的 健診等の結果を分析するためのデータ 

記録項目 

１個人コード，２検診日，３名前カナ，４名前漢字，５性別，

６生年月日，７保険者区分，８一般家族歴，９既往歴，10自覚

症状，11 問診，12測定，13 血圧，14血液一般，15肝機能，16

脂質，17 糖尿病，18腎機能，19痛風，20その他，21 心電図，

22 眼底，23 胃がん，24 大腸がん，25 肺がん，26 前立腺，27

乳がん，28乳マンモ，29乳がんエコー，30 子宮がん，31 肝炎， 

32 診察所見，33総合所見，34メタボ，35保健指導レベル，36

健診機関名，37リウマチ，38 甲状腺，39 骨粗しょう症，40 問

診 

記録範囲 集団健診の受診者 

記録情報の収集方法 広島県地域保健医療推進機構 

要配慮個人情報が含まれるときは，その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称） 呉市福祉保健部福祉保健課 

（所在地）〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1-6 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 


